
４　一時的とはどれくらいの期間ですか？

横浜市難病患者一時入院事業のご案内

　在宅で療養する医療依存度の高い難病患者さんが、介助者（患者さんを介助して
いる家族）の理由により、介助を受けられなくなった場合、市の指定する病院に一
時的に入院することができる制度です。

１　対象となる方は（１）（２）（３）のすべてを満たしている方です

（１）横浜市内に住所を有する
（２）障害者総合支援法で定める疾病にり患している
（３）医療依存度が高い
　　※上記の対象疾患ではない場合は対象になりません。
　　※入院に際して容態の安定している方が対象です。

２　医療依存度が高いとは、どのような状態ですか？

　　病状は安定しているが、各種の医療機器を装着したり、頻回な吸引など医療ケアが常時必要なため、施設利
用が難しい状態をいいます。
　　　　　☆ 人工呼吸器を装着している
　　　　　☆ 気管切開を行っている
　　　　　☆ 膀胱ろう、または腸ろうを設けている　　　　　　など

３　介助者の理由とはどのような場合ですか？
　 家族や在宅での介助者が、次のいずれかの理由により介助を行うことが一時的に困難になった場
合です。
（１）介助者の休養　　（２）出産　　　　（３）冠婚葬祭
（４）出張　　　　　　（５）学校の行事　（６）疾病、けが、入院　など

　医療機関により異なりますが、1週間か2週間です。延長することはできません。同一年度で84日
間を利用限度とします。申し込み多数の場合、ご希望に添えないことがあります。

５　入院時にかかる費用はどのくらいですか？

　通常の入院と同様に医療保険の自己負担分をお支払いいただきます。病院の物品を使用された場
合、保険外の費用負担（実費相当）が発生することもあります。



　　

○ 受け入れる病棟や部屋は病院の判断となります。（希望は出せません。）

６　申し込み方法　～相談から申請まで～

(1)　お住まいの区福祉保健センターにご相談ください。
　　利用したい月の前々月末の最終開庁日までに区福祉保健センターの担当者にお申し込み
　　下さい。　例：6月利用希望→4月末までに
(2)　担当者から入院が可能かどうかについて、利用の前月中旬にお知らせします。
  　（この時点では詳細な患者さんの情報が十分にないため仮決定になります。
　　 仮決定後に、受け入れ病院の体制等により入院の受入れが困難となる場合もあります。
　 　予めご承知ください。）
(3)　仮決定のあとに、病院から受け入れ可能となった場合は、その旨のご連絡を致します。
        その後、以下の申請書類を入院日の12日前までに区福祉保健センターの担当者へご提
　  出していただきます。
　　≪申請書類≫
　　　・申請書
　　　・療養状況情報用紙
　　　・一日の生活時間の流れ
　　　・診療情報提供書（主治医が記載）
　　   ※ただし、新規利用で事前面談や外来受診が必要になった場合、診療情報提供書は、
　　　   さらに早いご提出が必要となります。早めのご準備をお願い致します。
(4)　申請書類に基づき、健康福祉局から申請者宛に最終決定として承認通知書を送付します。
(5)　入院数日前に病院から連絡があります。
　     入院当日、必要な物品をお持ちの上、指定された時間に病院にお越しください。

！！ ご 注 意 ！！　以下、お手数おかけしますが、予めご了承ください。
○ この事業は治療や検査、胃ろう交換などを目的とした入院ではありませんので、受け入れ先の病院で治療や
    検査は行いません。（受け入れ時に必要な検査を除く。）
○ 入院中は、それぞれの病院の体制・方法でのケアになります。
　　ご提出していただく『１日の生活時間』の書類は、病院が患者さんの状態を理解するための参考とするもの
    です。ご自宅と同じように行うことは難しい場合があります。

○ 一時入院にあたっては、診療情報提供書を書いていただくときに、主治医の先生とよくお話をしておいてください。

★一時入院決定後に、病状に大きな変化が合った時は、福祉保健センターの担当者に至急ご連絡く
ださい。

　　　　　区福祉保健センター　高齢・障害支援課

担当者：　　　　　　　　　　　　電話：（045‐　　　　‐　　　　　　）

○ 経管栄養、衛生材料（ガーゼ等）、日々必要な物品は入院日数分、ご自宅からお持ちください。
○ 病状悪化等により治療が必要になった場合は、主治医と連絡の上、転院となる場合もあります。
○ 入退院は原則平日となります。退院日を伸ばすことはできません。
○ 他の方のご迷惑になるような行為等があった場合は、退院していただくこともあります。
○ 申請書類をご提出いただいた後に、診療情報提供書などから病院が「病状が不安定」など判断した場合は、
    ご入院いただけない事もあります。
○ 受入れ決定後も、感染症等の流行で入院の受入れが困難となることがあり、ご利用が出来なくなる場合も
   あります。
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